
回
は
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
登

録
手
続
き
に
つ
い
て
、
解
説

し
て
い
き
ま
す
。

　

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
導
入
に
伴

い
、
事
業
者
が
適
格
請
求
書
（
イ
ン

ボ
イ
ス
）
を
発
行
す
る
た
め
に
は
、

「
登
録
申
請
書
」
を
提
出
し
て
適
格

請
求
書
発
行
事
業
者
の
登
録
を
行

い
、「
Ｔ
」
と
数
字
13
桁
か
ら
成
る

登
録
番
号
を
入
手
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
が
始
ま
る
令
和

５
年
10
月
１
日
か
ら
イ
ン
ボ
イ
ス
を

発
行
す
る
た
め
に
は
、
登
録
申
請
を

原
則
と
し
て
３
月
31
日
ま
で
、
困
難

な
事
情
が
あ
れ
ば
９
月
30
日
ま
で
に

行
う
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
で
す
が

令
和
５
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
、

困
難
な
事
情
の
記
載
が
な
く
て
も
９

月
30
日
ま
で
に
申
請
す
れ
ば
、
10
月

１
日
か
ら
発
行
事
業
者
の
登
録
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

　

た
だ
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
へ
の
事

前
準
備
の
た
め
、
買
い
手
が
あ
ら
か

じ
め
、
登
録
番
号
を
求
め
る
こ
と
が

多
く
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
登
録
番
号

の
通
知
が
届
く
ま
で
は
一
定
の
期
間

を
要
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、

登
録
申
請
は
早
め
に
済
ま
せ
て
お
い

た
ほ
う
が
良
い
と
言
え
る
で
し
ょ

う
。書

面
提
出
は
電
子
申
請
よ
り 

登
録
処
理
期
間
が
長
く
な
る

　

登
録
申
請
書
の
提
出
方
法
は
、
①

納
税
地
を
所
轄
す
る
税
務
署
長
に
対

し
て
直
接
提
出
、
②
管
轄
す
る
国
税

局
の
イ
ン
ボ
イ
ス
登
録
セ
ン
タ
ー
に

郵
送
、
③
電
子
申
請
の
３
つ
の
方
法

が
あ
り
ま
す
。

　

登
録
申
請
書
の
提
出
日
か
ら
の
平

均
的
な
登
録
処
理
期
間
は
、
令
和
５

年
３
月
10
日
現
在
で
、
電
子
申
請
の

場
合
は
約
３
週
間
、
書
面
提
出
の
場

合
に
は
約
２
ヵ
月
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　

税
務
署
に
お
け
る
審
査
を
経
て
、

適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
と
し
て
登

録
さ
れ
た
場
合
、
登
録
番
号
や
公
表

情
報
等
が
記
載
さ
れ
て
い
る
「
登
録

通
知
書
」
が
郵
送
さ
れ
ま
す
。
そ
し

て
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
の
情
報

は
、「
国
税
庁
適
格
請
求
書
発
行
事

業
者
公
表
サ
イ
ト
」
に
お
い
て
公
表

さ
れ
ま
す
。

　

最
後
に
、
申
請
を
し
て
か
ら
登
録

さ
れ
る
ま
で
の
期
間
が
短
い
電
子
申

請
に
よ
る
登
録
申
請
手
続
き
に
つ
い

て
解
説
し
ま
す
。
電
子
申
請
に
よ
る

登
録
申
請
手
続
き
に
は
以
下
の
４
つ

の
方
法
が
あ
り
ま
す
。

①
国
税
庁
サ
イ
ト
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
し
て
利
用
す
る
「
ｅ−

Ｔ
ａ
ｘ
ソ

第２回

税理士法人 SBL 代表社員／税理士
行政書士／ CFP®

八木 正宣

今

2023年10月制度スタート！

インボイスインボイスのの情報提供情報提供
きっかけトークきっかけトーク

イ
ン
ボ
イ
ス
を
発
行
す
る
に
は

手
続
き
が
必
要
な
の
で
す
が

ご
存
知
で
し
た
か
？

2023年10月から開始予定のインボイス制度。本連載ではお客様への情報提
供の際に押さえておくべきポイントをきっかけトークとともに解説します。
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な
お
、
顧
問
税
理
士
が
い
る
場
合

に
は
、
税
理
士
が
事
業
者
に
代
わ
っ

て
代
理
送
信
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま

す
。
こ
の
場
合
に
は
、
電
子
証
明
書

や
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
ー
な
ど
の

準
備
は
不
要
と
な
り
、
登
録
事
務
手

続
き
に
関
す
る
負
担
は
軽
減
さ
れ
ま

フ
ト
」

②
ソ
フ
ト
を
イ
ン
ス
ト
ー
ル
せ
ず
に

Ｗ
Ｅ
Ｂ
上
で
入
力
し
て
申
請
す
る

「
ｅ−
Ｔ
ａ
ｘ
ソ
フ
ト（
Ｗ
Ｅ
Ｂ
版
）」

③
国
内
の
個
人
事
業
者
が
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
を
利
用
し
て

申
請
す
る
「
ｅ−
Ｔ
ａ
ｘ
ソ
フ
ト 

す
。

　

ま
た
、
ｅ−

Ｔ
ａ
ｘ
ソ
フ
ト
な
ど

の
電
子
申
請
で
登
録
申
請
し
た
場
合

に
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
に
記
載
が
必
要

な
「
登
録
番
号
」
が
記
載
さ
れ
た

「
登
録
通
知
書
」
を
電
子
デ
ー
タ
で

受
領
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ

と
も
押
さ
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

（
Ｓ
Ｐ
版
）」

④
税
理
士
に
よ
る
代
理
申
請

　

①
か
ら
③
の
方
法
で
は
、
事
業
者

に
お
い
て
事
前
に
、
電
子
証
明
書

（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
等
）、
利
用

者
識
別
番
号
等
を
準
備
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

取引先に
伝えたい
ポイント

●適格請求書発行事業者の登録申請書の様式

 インボイスの登録申請書の提出方法は所轄税
務署に申請書を持参して提出するほか、イン
ボイスセンターに郵送して提出する、e-Tax
ソフト等で電子申請する方法がある

 顧問税理士による代理送信では、電子証明書
やその読み取りのアプリ、リーダライター等
の準備の手間を省略できる。事務手続きを軽
減させたい場合等に利用してもらうとよい

↓  個 人 番 号 の 記 載 に あ た っ て は 、 左 端 を 空 欄 と し 、 こ こ か ら 記 載 し て く だ さ い 。

第１－(1)号様式

□□□□□□適格請求書発行事業者の登録申請書□□□□□□
【１／２】収受印

申

請

者

（ フ リ ガ ナ ）
令和　　年　　月　　日

（〒　　　－ ）

氏 名 又 は 名 称

（ フ リ ガ ナ ）

（ フ リ ガ ナ ）

( 法 人 の 場 合 )
代 表 者 氏 名

税務署長殿

　　年　　月　　日
通 信 日 付 印

下記のとおり、適格請求書発行事業者としての登録を受けたいので、所得税法等の一部を改正する法律
（平成28年法律第15号）第５条の規定による改正後の消費税法第57条の２第２項の規定により申請します。

※ 当該申請書は、所得税法等の一部を改正する法律（平成 28年法律第15号）附則第44条第１項の規定に
より令和５年９月30日以前に提出するものです。□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□

　この申請書を提出する時点において、該当する事業者の区分に応じ、□にレ印を付してください。

　３　この申請書を提出するときは、「適格請求書発行事業者の登録申請書（次葉）」を併せて提出してください。

　２　税務署処理欄は、記載しないでください。

注意　１　記載要領等に留意の上、記載してください。

※ 次葉「登録要件の確認」欄を記載してください。また、免税事業者に該当する場合には、次葉「免税
事業者の確認」欄も記載してください（詳しくは記載要領等をご確認ください。）。□□□□□□□□

□ 課税事業者 □ 免税事業者事 業 者 区 分

法 人 番 号

登 録 番 号 Ｔ

申 請 年 月 日

個人番号カード／通知カード・運転免許証
その他（　　　　　　　　　　　　　　）

令和５年３月31日（特定期間の
判定により課税事業者となる場
合は令和５年６月30日）までに
この申請書を提出することができ
なかったことにつき困難な事情
がある場合は、その困難な事情

（電話番号 － － ）

※
税
務
署
処
理
欄

整理
番号

部門
番号

この申請書に記載した次の事項（ 印欄）は、適格請求書発行事業者登録簿に登載されるとともに、国税庁ホームページで
公表されます。 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
１ 申請者の氏名又は名称 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
２ 法人（人格のない社団等を除く。）にあっては、本店又は主たる事務所の所在地 □□□□□□□□□□□□□□□□□□

なお、上記１及び２のほか、登録番号及び登録年月日が公表されます。 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
また、常用漢字等を使用して公表しますので、申請書に記載した文字と公表される文字とが異なる場合があります。 □□□

税 理 士 署 名

確
認　　年　　月　　日

住 所 又 は 居 所
( 法 人 の 場 合 )
本 店 又 は
主 た る 事 務 所
の 所 在 地

（電話番号 － － ）

（ フ リ ガ ナ ）

納 税 地

（〒　　　－ ）

（電話番号 － － ）

令和５年３月31日（特定期間の判定により課税事業者となる場合は令和５年６月30日）までにこの申請書を提出
した場合は、原則として令和５年10月１日に登録されます。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

入 力 処 理 　　年　　月　　日
番号
確認

身元
確認

□ 済
□ 未済

確認
書類

※

国内事業者用

（法人の場合のみ公表されます）

※

住 所 又 は 居 所
( 法 人 の 場 合 )
本 店 又 は
主 た る 事 務 所
の 所 在 地

（電話番号　　　　－　　　　－　　　 ）

（ フ リ ガ ナ ）

納 税 地

（〒　　　－　　　 ）

（電話番号　　　　－　　　　－　　　 ）

令和５年３月31日（特定期間の判定により課税事業者となる場合は令和５年６月30日）までにこの申請書を提出
した場合は、原則として令和５年10月１日に登録されます。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

入 力 処 理 　　年　　月　 日
番号
確認

身元
確認

□ 済
□ 未済

確認
書類

個人番号カード／通知カード・運転免許証
その他（　　　　　　　　　　　　　 ）

令和５年３月31日（特定期間の
判定により課税事業者となる場
合は令和５年６月30日）までに
この申請書を提出することができ
なかったことにつき困難な事情
がある場合は、その困難な事情

（電話番号　　　　－　　　　－　　　 ）

※
税
務
署
処
理
欄

整理
番号

部門
番号

登 録 番 号 Ｔ

申 請 年 月 日 　　年　　月　 日
通 信 日 付 印

税 理 士 署 名

確
認　　年　　月　 日

　３　この申請書を提出するときは、「適格請求書発行事業者の登録申請書（次葉）」を併せて提出してください。

　２　税務署処理欄は、記載しないでください。

注意　１　記載要領等に留意の上、記載してください。

※ 次葉「登録要件の確認」欄を記載してください。また、免税事業者に該当する場合には、次葉「免税
事業者の確認」欄も記載してください（詳しくは記載要領等をご確認ください。）。□□□□□□□□

□　課税事業者　　　　　　　□　免税事業者

　この申請書を提出する時点において、該当する事業者の区分に応じ、□にレ印を付してください。

事 業 者 区 分

( 法 人 の 場 合 )
代 表 者 氏 名

税務署長殿

法 人 番 号

下記のとおり、適格請求書発行事業者としての登録を受けたいので、所得税法等の一部を改正する法律
（平成28年法律第15号）第５条の規定による改正後の消費税法第57条の２第２項の規定により申請します。

※ 当該申請書は、所得税法等の一部を改正する法律（平成 28年法律第15号）附則第44条第１項の規定に
より令和５年９月30日以前に提出するものです。□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□

（ フ リ ガ ナ ）

（ フ リ ガ ナ ）

第１－(1)号様式

適格請求書発行事業者の登録申請書

【１／２】収受印

申

請

者

（ フ リ ガ ナ ）
令和　　年　　月　 日

（〒　　　－　　　 ）

こ
の
申
請
書
は

令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
提
出
す
る
場
合
に
使
用
し
ま
す

この申請書に記載した次の事項（ 印欄）は、適格請求書発行事業者登録簿に登載されるとともに、国税庁ホームページで
公表されます。 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
１ 申請者の氏名又は名称 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
２ 法人（人格のない社団等を除く。）にあっては、本店又は主たる事務所の所在地 □□□□□□□□□□□□□□□□□□

なお、上記１及び２のほか、登録番号及び登録年月日が公表されます。 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
また、常用漢字等を使用して公表しますので、申請書に記載した文字と公表される文字とが異なる場合があります。 □□□

氏 名 又 は 名 称

※

国内事業者用

※ （法人の場合のみ公表されます）

※

インボイス制度

※

61 　２０２3年 5 月号


